
大和市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２７年３月３１日 

                      大和市長 大 木  哲   

 

大和市規則第１５号 

大和市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則 

大和市児童福祉法施行細則（昭和５６年大和市規則第２４号）の一部を次のように改正する。 

第１０条第１号中「分娩介助」を「分娩
べん

介助」に改める。 

第２０条の見出し中「その他」を「委託」に改め、同条を第２１条とし、第１９条を第２０条と

する。 

第１８条の見出し中「徴収金」を「徴収額」に改め、同条第１項中「納入義務者が徴収金」を

「措置を受けた者又は当該者の保護者が前条第１項から第３項までに規定する額（以下「徴収額」

という。）」に改め、同条第２項中「徴収金の額」を「徴収額」に、「障害福祉サービス徴収金減

免申請書」を「徴収額減免申請書」に改め、同条第３項中「障害福祉サービス徴収金減免決定通知

書」を「申請者に徴収額減免決定通知書」に改め、「申請者に」を削り、同条に次の１項を加える。 

４ 前２項の規定にかかわらず、前条第３項に規定する利用者負担額の減免については、条例第４

条の規定の例による。 

第１８条を第１９条とし、第１７条の次に次の１条を加える。 

（費用の徴収等） 

第１８条 法第５１条第２号に掲げる費用について法第５６条第２項の規定により徴収する額は、

やむを得ない事由による措置（障害児通所支援）を行った場合の単価等の取扱いについて（平成

２４年障発０６２５第１号。厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知）別紙

（やむを得ない事由による措置を行った場合の利用者負担額の算定に関する基準）の規定又はや

むを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて（平成１８年障障発第１１１

７００２号。厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知）別紙（やむを得ない事

由による措置を行った場合の利用者負担の額の算定に関する基準）の(6)の規定により算定した

額とする。 

２ 法第５１条第３号に掲げる費用について法第５６条第２項の規定により徴収する額は、別表第

１に定めるとおりとする。 

３ 法第５１条第４号又は第５号に掲げる費用について法第５６条第３項の規定により徴収する額

は、大和市小学校就学前子どもの教育及び保育に関する条例（平成２６年大和市条例第２１号。



以下「条例」という。）第３条に規定する利用者負担額とする。 

４ 市長は、第１項及び第２項に規定する額をそれぞれ措置を受けた者又は当該者の保護者（以下

「納付義務者」という。）に徴収額決定（変更）通知書により通知するものとする。通知した後

に、当該徴収額を変更した場合も同様とする。 

５ 前項の通知を受けた納付義務者は、当月分の徴収額を翌月の１０日までに納付しなければなら

ない。 

６ 第３項に規定する利用者負担額の徴収については、条例及び大和市小学校就学前子どもの教育

及び保育に関する条例施行規則（昭和６２年大和市規則第１０号）の規定の例による。 

第１６条及び第１７条を削り、第１５条を第１７条とし、第１４条の次に次の２条を加える。 

（保育所等入所措置に係る通知） 

第１５条 福祉事務所長は、法第２４条第５項又は第６項の規定による措置を決定したときは、保

育所等入所措置（解除）決定通知書により、当該措置に係る児童（以下「措置児童」という。）

の保護者に通知する。 

２ 福祉事務所長は、法第２４条第５項の規定により市以外の者の設置する保育所若しくは幼保連

携型認定こども園（以下この条において「委託保育所」という。）に入所を委託する場合又は同

条第６項の規定により委託保育所に入所を委託する場合若しくは家庭的保育事業等を行う市以外

の者（以下この条において「委託事業者」という。）に当該家庭的保育事業等により保育を行う

ことを委託する場合は、委託保育所又は委託事業者（次条において「委託保育所等」という。）

に委託（決定）通知書により通知する。 

（保育所等入所措置の解除） 

第１６条 福祉事務所長は、措置児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該措置児童の措

置を解除する。 

(1) 措置の理由が消滅したとき。 

(2) 疾病その他の事情により、他の児童に影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。 

(3) 身体が虚弱なため委託保育所等における保育に耐えられないと認められるとき。 

２ 福祉事務所長は、前項の規定により措置児童の措置を解除する場合は、保育所等入所措置（解

除）決定通知書により当該措置児童の保護者及び当該措置児童に保育を行う委託保育所等に通知

する。 

３ 市長は、第１項の規定により措置を解除した場合に、措置児童についてなお保育が必要と認め

られるときは、当該措置児童に対し必要な保育を確保するための支援を行うものとする。 

附則中第２項から第４項までを削り、附則第５項を附則第２項とし、附則第６項を削る。 



別表第１中「第１６条関係」を「第１８条関係」に改め、同表備考第１項中「第３１４条の８」

の次に「、第３１４条の９」を加え、「附則第５条の４の２第５項」を「附則第５条の４の２第６

項」に改める。 

別表第２中「第１９条関係」を「第２０条関係」に改め、同表第４号様式の項関係条文の欄中 
 

「第３条」の次に「及び第１５条」を加え、 

第１４号様式 要保護児童送致（通知）書 

第１５号様式 障害福祉サービス徴収額決定

第１６号様式 障害福祉サービス徴収金減免

第１７号様式 障害福祉サービス徴収金減免

 

 第１５条 

を 

第１４号様式 保育所等入所措置（解 

（変更）通知書 第１６条及び第１７条 第１５号様式 要保護児童送致（通知 

申請書 第１８条 第１６号様式 徴収額決定（変更）通 

決定通知書 第１８条 第１７号様式 徴収額減免申請書 

   第１８号様式 徴収額減免決定通知書 
 

除）決定通知書 第１５条及び第１６条 

に改める。 

）書 第１７条 

知書 第１８条 

 第１９条 

 第１９条 

   附 則 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
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